
   
 
 
 

 
 
 
 

■調査結果（単純集計・クロス集計）から分かったこと 

３．食事に関すること 
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◇おうちの大人のひとと一緒に朝食を週２～３回以下しか食べていない割合が全体的に３～４割 
 おうちの大人のひとと一緒に夕食を週２～３回以下しか食べていない割合が全体的に約１割 
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【朝食】 【夕食】 
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■現行の取組みにおける課題・今後の対応の方向性 

・夕食について、週２～３回以下しか大人と一緒に食べていない子どもが中央値以上で約１割。 
・朝食を週２～３回以下しか大人と一緒に食べていない子どもは中央値以上で約３割で、夕食に比べて割合が高い。 
 ＊健全な食生活を確立するためには、個人や家庭で実践することが大切であるが、それだけで実現するのは難しい状況を踏まえ、地域や関係団  
  体の連携・協働を図りつつ、コミュニケーションや豊かな食体験にもつながる共食の機会の提供等を行う食育を推進 

■現行の取組み 

・第２次大阪府食育推進計画においては乳幼児期から高齢期までを通じた食育推進の取組みを位置づけ、生活習慣病予防を初め、健康づくりに向
けた取組みを推進しており、特に子どもから若年期に重点をおいた取組方針の一つに共食を位置づけ、子どもへの食育を推進していく大切な時間
や場であると考え、家族との共食を可能な限り推進。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【家庭：生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努める】 

幼年期（０－５歳） 

【府・市町村：国との連携を図り、自主的な施策を策定・実施】 

・府では第２次大阪府食育推進計画（平成２４～２９年度）の下、府民への啓発や教育機関等の取組みを支援 

 ⇒乳幼児健診時の栄養指導、保育所・小学校・中学校・高校等への健康栄養に関する教材提供・講師派遣 等 

【教育関係者等：食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割の下、あらゆる機会・場所を利用して積極的に食育を推進】 

 

  

  
【小学校・中学校】 
・校内の指導体制整備、栄養教諭等による推進等 

【高校・大学】 
・生活習慣病予防対策、栄養表示の啓発等 

【保育所・幼稚園】 
・食育計画等の下、栽培体験やクッキング等 

青年期（１５－２５歳） 少年期（５－１５歳） 
高年期 

（６５歳―） 

【食品関連事業者等関係：事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に努める⇒国や地方公共団体が実施する活動に協力】 

 ・食の生産・流通に関する体験・交流活動の推進、大阪産農林水産物の地産地消・大阪産品の利用促進 等 

・・・・・ 
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